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厚生労働省研究班による厚生労働省研究班による
19911991、、19921992年の母体死亡例調査年の母体死亡例調査

（武田佳彦主任研究者）（武田佳彦主任研究者）

母体死亡母体死亡 230230例例
4242名名の専門家が，救命可能性を評価の専門家が，救命可能性を評価
72 72 例例 ((3737%) %) が救命可能と判断する基準満たすが救命可能と判断する基準満たす
救命可能例のうち救命可能例のうち,, 49 (68%)49 (68%) 例で一人の医師が例で一人の医師が
麻酔担当者と産科医を兼務していた麻酔担当者と産科医を兼務していた: : 

分娩前出血及び産褥出血分娩前出血及び産褥出血4646例例
麻酔合併症麻酔合併症33例例

Nagaya K, et al. JAMA 2000;283;2665Nagaya K, et al. JAMA 2000;283;2665



麻酔科医不足が麻酔科医不足が
周産期医療の崩壊に拍車周産期医療の崩壊に拍車

毎日新聞毎日新聞20072007年年1010月月1919日日
朝刊朝刊

山梨県立都留市立病院に山梨県立都留市立病院に
対して山梨大学医学部対して山梨大学医学部

「安全な分娩に必要な麻酔「安全な分娩に必要な麻酔
科の常勤医が確保できな科の常勤医が確保できな
い場合い場合,,産婦人科の派遣を産婦人科の派遣を

取りやめる取りやめる」」

AERA with Baby vol.2AERA with Baby vol.2
20072007年年77月月

国立病院機構長野病院より国立病院機構長野病院より
昭和大学産婦人科が撤退昭和大学産婦人科が撤退

「麻酔科医がいないので若い「麻酔科医がいないので若い
産婦人科医が行きたがらな産婦人科医が行きたがらな
いい」」



周産期医療の危機的状況を打開するために周産期医療の危機的状況を打開するために

平成平成1919年年1212月月1515日，日本産科婦人科学会日，日本産科婦人科学会

••地域で高次周産期医療を提供している病院は、診療報酬改定にお地域で高次周産期医療を提供している病院は、診療報酬改定にお

ける重点的評価という形で、今回その国家的な必要性が確認されたける重点的評価という形で、今回その国家的な必要性が確認された

地域周産期医療の緊急的確保のために、周産期医療に従事する現地域周産期医療の緊急的確保のために、周産期医療に従事する現

場の産婦人科医、新生児科医、場の産婦人科医、新生児科医、麻酔科医麻酔科医の勤務条件の改善に努めの勤務条件の改善に努め

るとともに、（「時間外救急対応手当」「時間外手術手当」「時間外分るとともに、（「時間外救急対応手当」「時間外手術手当」「時間外分

娩対応手当」「時間外緊急処置手当」等の形で）救急対応への適正娩対応手当」「時間外緊急処置手当」等の形で）救急対応への適正

な報酬を支給していただきたい．な報酬を支給していただきたい．



•• 大学病院の麻酔科が撤退大学病院の麻酔科が撤退

•• 昼間のみ麻酔科医を確保昼間のみ麻酔科医を確保

•• 大学教員による夜間オンコールが禁止された大学教員による夜間オンコールが禁止された

•• 「常位胎盤早期剥離の診断で，麻酔科医の到着「常位胎盤早期剥離の診断で，麻酔科医の到着
を待って全身麻酔下に帝王切開を開始せざるをを待って全身麻酔下に帝王切開を開始せざるを
えず，児が低酸素性脳障害を負った」と新生児えず，児が低酸素性脳障害を負った」と新生児
科部長より相談を受けた科部長より相談を受けた

ある地域周産期母子医療センターの例ある地域周産期母子医療センターの例



総合周産期母子医療センター設置基準総合周産期母子医療センター設置基準

（ア）（ア） 施設数施設数

•• 総合周産期母子医療センターは、原則として、三次医療圏に一総合周産期母子医療センターは、原則として、三次医療圏に一
か所整備するものとする。か所整備するものとする。

ただし、都道府県の面積、人口、地勢、交通事情、周産期受療状ただし、都道府県の面積、人口、地勢、交通事情、周産期受療状
況及び医療施設の所在等を考慮し、況及び医療施設の所在等を考慮し、33次医療圏に複数設置する次医療圏に複数設置する
ことができるものとする。ことができるものとする。

（イ）（イ） 診療科目診療科目

•• 総合周産期母子医療センターは、産科及び小児科（母体・胎児総合周産期母子医療センターは、産科及び小児科（母体・胎児
集中治療管理室及び新生児集中治療管理室を有する）、集中治療管理室及び新生児集中治療管理室を有する）、麻酔科麻酔科
その他の関係係診療科目その他の関係係診療科目を有するを有するものとする。ものとする。

平成平成1515年年44月月2121日厚生労働省雇用均等・児童家庭局発第日厚生労働省雇用均等・児童家庭局発第04210010421001号（改定）号（改定）



地域周産期母子医療センター設置基準地域周産期母子医療センター設置基準

（ア）（ア） 施設数施設数
地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センター地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センター
11か所に対して数か所の割合で設けるものとし、か所に対して数か所の割合で設けるものとし、11つ又は複数のつ又は複数の22
次医療圏に次医療圏に11か所ないし必要に応じそれ以上設けることが望ましか所ないし必要に応じそれ以上設けることが望まし
い。い。

（イ）（イ） 診療科目診療科目
産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）を有するものと産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）を有するものと
し、し、麻酔科麻酔科及びその他関連各科を及びその他関連各科を有することが望ましい有することが望ましい。。

（エ）（エ） 医療従事者医療従事者
以下の医療従事者を配置するよう努めることが望ましい。以下の医療従事者を配置するよう努めることが望ましい。
a a 産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）は、それぞれ産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）は、それぞれ

2424時間体制を確保するために必要な職員時間体制を確保するために必要な職員
b b 産科については、帝王切開術が必要な場合産科については、帝王切開術が必要な場合3030分以内に児の分以内に児の
娩出娩出が可能となるような医師及びその他の各種職員が可能となるような医師及びその他の各種職員



周産期センターの現状周産期センターの現状

•• 周産期センターを対象にしたアンケート調査（周産期センターを対象にしたアンケート調査（20082008年年33月）月）

厚生労働科学研究費補助金「乳幼児死亡と妊産婦死亡の原因厚生労働科学研究費補助金「乳幼児死亡と妊産婦死亡の原因

に関する分析と提言」に関する分析と提言」

（主任研究者：池田智明国立循環器病センター周産期科部長）（主任研究者：池田智明国立循環器病センター周産期科部長）

•• 回答率回答率

総合周産期母子医療センター総合周産期母子医療センター 38/60(63.3%)38/60(63.3%)
地域周産期母子医療センター地域周産期母子医療センター 103/209(49.3%)103/209(49.3%)

•• 回答した地域周産期母子医療センター回答した地域周産期母子医療センター103103施設のうち施設のうち1111施設が，施設が，

医師不足により周産期センターを返上もしくは辞退予定医師不足により周産期センターを返上もしくは辞退予定



緊急帝王切開を緊急帝王切開を3030分以内に可能か？分以内に可能か？

総合周産期総合周産期CC 地域周産期地域周産期CC

•• 3030分以内の緊急帝切分以内の緊急帝切

いつでも対応可能いつでも対応可能 18(47.4%)18(47.4%) 26(28.2%)26(28.2%)
日勤帯なら対応可能日勤帯なら対応可能 18(47.4%)18(47.4%) 44(47.8%)44(47.8%)
ほぼ不可能ほぼ不可能 2(5.3%)2(5.3%) 20(21.7%)20(21.7%)
無回答無回答 00 2(2.2%)2(2.2%)

•• 律速段階（複数回答）律速段階（複数回答）
手術室手術室 12(31.6%)12(31.6%) 44(47.8%)44(47.8%)
麻酔科医麻酔科医 11(28.9%)11(28.9%) 21(22.8%)21(22.8%)
産科医産科医 9(23.7%)9(23.7%) 13(14.1%)13(14.1%)
看護師看護師 6(15.8%)6(15.8%) 12(13.0%)12(13.0%)
無回答無回答 1(2.6%) 1(2.6%) 5(5.4%)5(5.4%)

•• 麻酔科当直麻酔科当直
手術室兼務手術室兼務 68.4%68.4% 29.3%29.3%
不在オンコール制不在オンコール制 26.3%26.3% 65.2%65.2%



ヒヤリ・ハット事例（複数回答）ヒヤリ・ハット事例（複数回答）
総合周産期総合周産期CC 地域周産期地域周産期CC
回答数（％）回答数（％） 回答数（％）回答数（％）

大量出血大量出血(>2000ml)(>2000ml) 18(47.4)18(47.4) 24(31.5)24(31.5)
低血圧低血圧(<60mmHg)(<60mmHg) 14(36.8)14(36.8) 19(20.6)19(20.6)
挿管困難挿管困難 10(26.3)10(26.3) 17(18.4)17(18.4)
SpO2, PaO2SpO2, PaO2低下低下 9(26.7)9(26.7) 12(13.0)12(13.0)
高血圧高血圧(>200mmHg)(>200mmHg) 8(21.1)8(21.1) 13(14.1)13(14.1)
歯牙損傷歯牙損傷 7(18.4)7(18.4) 10(10.9)10(10.9)
頻脈頻脈(>150bpm)(>150bpm) 6(15.8)6(15.8) 10(10.9)10(10.9)
徐脈徐脈(<40bpm)(<40bpm) 6(15.8)6(15.8) 12(13.0)12(13.0)
誤嚥誤嚥 11(28.9)11(28.9) 3(3.3)3(3.3)
心停止心停止 2(5.3)2(5.3) 3(3.3)3(3.3)
STST低下低下 2(5.3) 2(5.3) 5(5.4)5(5.4)
全脊麻全脊麻 1(2.6) 1(2.6) 3(3.3)3(3.3)
局所麻酔薬中毒局所麻酔薬中毒 1(2.6) 1(2.6) 2(2.2)2(2.2)
過量投与過量投与 1(2.6) 1(2.6) 1(1.1)1(1.1)
心室頻拍心室頻拍 1(2.6)1(2.6) 00



脳血管障害合併妊婦の治療脳血管障害合併妊婦の治療

脳外科的治療脳外科的治療
••利尿薬利尿薬
••人工過換気人工過換気
••脳代謝抑制薬脳代謝抑制薬
••脳血管拡張薬脳血管拡張薬
••脳低温療法脳低温療法

産科的治療産科的治療
••子宮収縮薬子宮収縮薬
••子宮収縮抑制薬子宮収縮抑制薬
••降圧薬降圧薬
••昇圧薬昇圧薬

胎児胎児Neurosurgical aspects ofNeurosurgical aspects of
Pregnancy, AANSPregnancy, AANS

麻酔科医による麻酔科医による
術中麻酔管理術中麻酔管理
術後集中治療術後集中治療



まとめまとめ

•• 緊急帝王切開術を緊急帝王切開術を3030分以内に施行することが時間帯に分以内に施行することが時間帯に
よっては困難な施設は，総合周産期母子医療センターのよっては困難な施設は，総合周産期母子医療センターの
52.6%52.6%，，地域周産期母子医療センターの地域周産期母子医療センターの69.5%69.5%に及んだに及んだ

•• 困難である理由の主なものは，手術室に空きがないことや困難である理由の主なものは，手術室に空きがないことや
麻酔科医不足（不在）であり、産科医不足を上回っていた麻酔科医不足（不在）であり、産科医不足を上回っていた

•• 重篤な麻酔関連偶発症例の存在が示された重篤な麻酔関連偶発症例の存在が示された

•• 地域周産期センター設置基準に麻酔科医を一定数確保す地域周産期センター設置基準に麻酔科医を一定数確保す
るよう明記するとともに、総合周産期母子医療センターのるよう明記するとともに、総合周産期母子医療センターの
実態を改善する必要がある実態を改善する必要がある

•• 脳血管障害などの母体の救急においては、脳外科手術や脳血管障害などの母体の救急においては、脳外科手術や
帝王切開術の麻酔や集中治療管理を要するため、麻酔科帝王切開術の麻酔や集中治療管理を要するため、麻酔科
医の必要性はさらに高くなる医の必要性はさらに高くなる



       2007 年 12 月 27 日 
厚生労働省 
母子保健課長殿 
 

周産期センターにおける麻酔科医定員に関する要望書 
 

社団法人 日本麻酔科学会 
理事長 並木昭義       

 
要望内容 
「総合周産期母子医療センターおよび地域周産期母子医療センターの設置基準にお

いて，24 時間体制で 30 分以内に緊急帝王切開術を施行するのに十分な人数の麻酔

科医師を定員とするよう，設置基準を改定する」 
 
要望の趣旨 
周産期医療体制の整備においては，「周産期医療対策整備事業の実施について．児

発第 488 号，一部改正児発第 530 号，雇児発第 0421001 号」により，「総合周産期母

子医療センターは，（中略）麻酔科その他の関係診療科目を有するものとする」と通知

されている（資料 1）．しかし 2003 年の東京女子医科大学産婦人科松田義雄教授によ

る総合周産期母子医療センターアンケート調査では，調査した 28 施設中の 4 施設に

おいて，夜間や休日に 30 分以内に帝王切開術をできる体制とはなっていないことが

判明した（資料 2）． 
さらに，地域周産期母子医療センター設置基準においては，「産科及び小児科等

を備える」ものとされているが，麻酔科が明記されていない．加えて，医療従事者につ

いても，「産科については，帝王切開術が必要な場合 30 分以内に児の娩出が可能と

なるような医師及びその他の各種職員」と記されているものの，手術の麻酔に必要な

麻酔科医師が設置基準として明記されていない（資料 1）．このため，全国的で慢性的

な麻酔科医師不足と相俟って，麻酔科医がいないために緊急帝王切開術を直ちに開

始できない事例が発生している（資料 2）． 
緊急帝王切開術においては，予定手術よりも母児の手術・麻酔リスクが高いため，

麻酔科専門医による麻酔が一層求められるが（資料 3），麻酔科医師が不足していると

産科医が麻酔の一部を担わねばならなくなるため，不足している産科医にさらに負担

を強いる結果となっている．現に，ある公立病院に於いて，麻酔科常勤医が確保でき

ないことを理由に産科医が退職した事例が報道されている（資料 4）． 
このような現状を改善し，周産期における母児の安全を確保するためには，全ての

「総合」および「地域」周産期母子医療センターにおいて，麻酔科医が緊急帝王切開

術の麻酔を 30 分以内に担当できる体制を整備することが不可欠と考え，上記の通り

要望いたします． 
 



資料目録 
１． 総合周産期母子医療センターおよび地域周産期母子医療センター設置基準 

日本産科婦人科学会ホームページより 
２． 総合周産期母子医療センターにおける緊急帝王切開術の状況に関する調査 

東京女子医科大学産婦人科・母子総合医療センター松田義雄教授による日本

麻酔科学会第 52 回学術集会シンポジウムスライド抜粋 
３． 厚生省心身障害研究班（主任研究者：武田佳彦）による母体死亡調査 

Nagaya K, Fetters MD, Ishikawa M, et al. Causes of Maternal Mortality in Japan. 
JAMA 2000;283:2661-2667 
Table 8. Obstetricians and Anesthesiologist Staffing in Medical Facilities 
Rendering Treatment During Critical Period of Maternal Death Preventability, 
Japan, 1991-1992 

４． 都留市立病院の分娩問題 
毎日新聞 平成 19 年 10 月 19 日朝刊 

５． 周産期医療提供体制の危機的状況を打開するために 
日本産科婦人科学会声明，平成 19 年 12 月 15 日 

６． 川島康男．日本の産科麻酔．臨床麻酔 2002;26:447-452 
日本麻酔科学会認定麻酔指導病院は，日本全体の帝王切開術の 25.9%のみを

担当していると推定 
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会員へのお知らせ

会員各位

次の通り厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より通知を受けましたのでご連絡致します。

平成15年10月

社団法人日本産科婦人科学会会長　　野沢　志朗

雇児発第0715002号 
平成15年7月15日 

社団法人日本産科婦人科学会 
会　長　　野沢　志朗殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

周産期医療対策整備事業の実施について

標記については、平素から格段の御配意をいただいているところですが、別添平成15年4月21
日雇児発第0421001号で、「周産期医療対策整備事業の実施について」による実施要綱を一部
改正し、各都道府県知事宛通知いたしましたので、各地方部会等への周知徹底を図られますよ
う、また事業の円滑な実施のためにご協力をいただきますようお願いいたします。

（写）

平成15年4月21日 
雇児発第0421001号 

各都道府県知事　殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

周産期医療対策整備事業の実施について

標記については、平成8年5月10日児発第488号厚生省児童家庭局長通知「周産期医療対策整備
事業の実施について」の別添「周産期医療対策事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）
により実施されているところであるが、今般、総合周産期母子医療センターの設置を促進し周
産期医療システムの整備促進を図るため、実施要綱の一部を次のとおり改正し平成15年4月1日
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周産期医療対策整備事業の実施について

より適用することとしたので通知する。

記

１　 実施要綱中、「助産婦」を「助産師」に、「保健婦」を「保健士」に、「看護婦
（士）」を「看護師」に、「准看護婦（士）」を「准看護師」に、「厚生大臣」を
「厚生労働大臣」に改める。

２　 実施要綱の別紙「周産期医療システム整備指針」（以下「指針」という。）の第1の
3の（1）のエ中、「第10項」を「第12項」に改める。

３　 指針の第1の6中、「第30条の32」を「第30条の32の2」に改める。
４　 指針の第2の2の（1）のウの（ア）を次のように改める。

（ア） 母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室の病床数は、都道府県
の人口等に応じ総合周産期母子医療センターとしての適切な病床数を確保す
ることを基本とし、母体・胎児集中治療管理室の病床数は6床以上、新生児
集中治療管理室の病床数は9床以上（12沫以上とすることが望ましい）とす
る。ただし、3次医療圏の人口が概ね100万人以下の場合にあっては、母体・
胎児集中治療管理室の病床数は3床以上、新生児集中治療管理壷の病床数は6
床以上とする。 
なお、両室の病床数については、以下のとおり取扱うものとする。
a
　

母体・胎児集中治療管理室においては、これと同等の機能を有する陣痛室
のべットを含めて数えることとして差し支えない。ただし、この場合、陣
痛室のペットを含めない病床数は6床を下回ることができない。

b
　

新生児集中治療管理室に係る病床数は、新生児用人工換気装置を有する病
床について数えるものとする。

５　 指針の第2の2の（1）のエの（ア）を次のように改める。
（ア） 母体・胎児集中治療管理室

a
　

24時間体制で産科を担当する複数（病床数が6床以下であって別途オン
コールによる対応ができる者が確保されている場合にあっては1名）の医
師が勤務していること。

b
　

母体・胎児集中治療管理室の全病床を通じて常時3床に1名の助産師又は
看護師が勤務していること。

TOP

（改正後全文）

一部改
正

平成8年5月10日
児発第488号
平成11年6月28日
児発第530号
平成15年4月21日
雇児発第0421001号

各都道府県知事　殿

厚生省児童家庭局長
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周産期医療対策整備事業の実施について

周産期医療に係る施設の整備等については、これまで「母子保健医療施設整備事業の実施につい
て」（平成7年4月3日児発第379号児童家庭局長通知）等により実施しているところであるが、周産
期医療に対する需要の増加、適切な周産期医療供給の必要性の拡大専、周産期医療をめぐる諸状況
の変化に的確に対応し、我が国における総合的な周産期医療体制の確立を図り、効果的な周産期医
療システムを構築するため、今般、別添のとおり「周産期医療対策事業実施要綱」を定め、平成8年
4月1日より適用することとしたので通知する。

********************

（別添）

周産期医療対策事業実施要綱 

　

１ 目的
この事業は、診療体制の整備された分娩環境や未熟児に対する最善の対応など、充実
した周産期医療に対する需要の増加に応えるため、地域において妊娠、出産から新生
児に至る高度専門的な医療を効果的に提供する、総合的な周産期医療体制を整備し、
安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進を図るものである。

２ 実施主体
この事業の実施主体は、都道府県とする。

３　 事業内容
（1） 周産期医療協議会の設置

ア
　

都道府県は、関係行政機関、医療関係団体等をもって構成する周産期医療
協義会を設置するものとする。

イ
　

周産期医療協議会においては、次に掲げる事項に関し、地域の実情に応じ
て検討及び協議を行うものとする。
（ア） 地域の実情に応じた周産期医療体制（総合周産期母子医療セン

ター、地域周産期母子医療センター及び搬送体制）の整備に関する
事項

（イ） 周産期医療情報システムに関する事項
（ウ） 周産期医療関係者の研修に関する事項
（エ） 周産期医療体制整備についての調査に関する事項
（オ） その他周産期医療体制の整備に関し必要な事項

なお、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター
の整備基準については、次の「4　周産期医療システム整備に係る基
本方針」に規定する「周産期医療システム整備指針」においてこれ
を定める。

（2） 周産期医療情報ネットワーク事業
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周産期医療対策整備事業の実施について

ア
　

都道府県は、周産期医療の運営に必要な情報の収集を行い、地域周産期医
療システムの効果的な推進を図る。また、総合周産期母子医療センター等
に、周産期医療情報センターを設置し、医療施設等に対する情報提供、相
談等を行うものとする。

イ 情報の収集
（ア） 収集する情報の種類

-1- 診療科別医師の存否、勤務体制、手術及び処置の可否
-2- 病床の空床状況
-3- 産科医療、新生児医療に関する各種項目
-4- その他センターとして必要な情報

（イ） 情報収集の方法
-1- コンピューター等による収集
-2- 電話、FAX等による収集

ウ 地域周産期医療施設等からの問い合わせに対して医療技術並びに適切な受
入施設の選定、確認及び回答等の情報提供、相談を行う。

（3） 周産期医療関係者研修事業
ア 都道府県は、地域周産期母子医療センター及び地域周産期医療施設等の医

師、助産師、看護師及び准看護師に対し、周産期医療に必要な専門的・基
本的知識、技術を習得させるための研修を行うものとする。

イ 研修の内容は以下のとおりとする。

（ア） 新生児蘇生処置、母体救急処置等、周産期医療に関する基本手技に
関する事項

（イ） 最新の周産期医療技術
（ウ） その他周産期医療に関する必要事項

（4） 周産期医療調査・研究事業
ア 都道府県は、周産期医療システムの確立のために必要な事項について調査

研究を行うものとする。
イ 調査・研究事項は以下のとおりとする。

（ア） 周産期搬送体制（ドクターカーの利用状況を含む0）の現状と地域の
特殊性を考慮した搬送方法の確立

（イ） 周産期情報ネットワークの効果的活用方法及び救急医療情報セン
ターとの連携方法

（ウ） その他周産期医療に関する必要事項

４ 周産期医療システム整備に係る基本方針
都道府県における周産期医療システムの整備に当たっては、別紙「周産期医療システ
ム整備指針」に基づき、周産期医療供給体制の現状、今後の周産期医療需要の推移等
地域の実情を十分勘案しつつ、関係者の意見を十分踏まえた上で行うものとする。

　

TOP

********************

（別紙）
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周産期医療システム整備指針

第１　総論的事項

１ 周産期医療システム整備の趣旨
　我が国の周産期医療は、病院及び診療所をはじめとする施設の整備、医師等の医療従
事者の養成・確保などにより着実な進展をみ、今や乳児死亡率にっいては、世界の最高
水準にあるなど、大きな成果を上げている。また、近年の医療を取り巻く環境には、医
学・医術の進歩による医療の高度化、コンピューター等に関する科学技術の急速な進歩
と普及等大きな変化がみられる。一方、我が国においては、産科分娩施設での人員配置
や検査能力における施設間格差があり、また、平日と夜間及び休日との格差が大きいこ
と、未熟児出生の増加に伴い、新生児医療を担う専門施設の整備が急務となっているこ
と、また、周産期医療の中でも、医師の管理下における母子の救急搬送や医療施設相互
間の連携等情報の伝達が必ずしも十分でないこと、さらに医療施設の機能に応じた整備
が不十分であることなど、周産期医療体制に多くの課題を抱えている。 
このような状況の中で、地域においては、周産期医療に係る人的・物的資源を充実し、
高度な医療を適切に供給する体制を整備することが要請されている。 
　このため、都道府県において、医療関係者等の協力のもとに、地域の実情に即しつ
つ、限られた資源を有効に生かし、将来を見据えた周産期医療システムの整備を図り、
これに基づいて地域における周産期医療の効果的な提供を図るものである。

２ 周産期医療システムの位置付け及び性格
（1） 周産期医療システムは、母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条の2に規定

する医療施設の整備の一環として位置付けられるものであり、都道府県において
保健医療関係機関・団体の合意に基づき、周産期医療体制の基本的方向を定めた
上で整備するものである

（2） 周産期医療システムは、充実した周産期医療に対する需要の増加に対応するた
め、周産期に係る保健、医療の総合的なサーゼスの提供を行うものとして整備さ
れる必要がある。

３ 周産期医療システム整備手順
（1） 周産期医療協議会の設置

ア 都道府県は、周産期医療システムを整備するために周産期医療協義会を設置
し、同協議会の意見を十分反映させる。

イ 周産期医療協議会は、周産期医療システムの整備及び推進上重要な関係を有
する者を中心に構成されることが望ましく、例えば、保健医療関係機関・団
体の代表、地域の中核となる周産期医療施設において周産期の診療を現に担
当している医師、学識経験者、都道府県・市町村の代表等により構成するこ
とが適当である。

ウ 周産期医療協議会は、周産期医療体制の内容及びその整備に必要な調査事
項、周産期医療情報システム並びに周産期医療関係者の研修等、周産期医療
体制の確立に必要な事項について協義する。

エ
周産期医療協議会につい七は、医療法（昭和23年法律第205号）第30条の3
第12項に規定する都道府県医療審議会の専門部会として位置付けることを考
慮するなど、都道府県医療協議会と密接な連携を図る。

（2） 総合周産期母子医療センターの指定及び地域周産期母子医療センターの認定

http://www.jsog.or.jp/kaiin/html/infomation/info_20oct2003_1.html (5/12)2007/12/27 1:45:06



周産期医療対策整備事業の実施について

都道府県は、本指針の各論的事項第2の1に定める施設、設備及び機能等を有する
医療施設を総合周産期母子医療センターとして指定し、地域周産期医療システム
の整備を行う。また、本指針の各論的事項第2の2に定める施設、設備及び機能等
を有する医療施設を地域周産期母子医療センターとして認定し、都道府県におけ
る周産期医療システムの運営に協力を求める。

（3） 周産期医療システム作成後の手続き
周産期医療システムの内容を定めたときは、遅滞なく厚生労働大臣に提出するも
のとする。

（4） 他計画等との関係
周産期医療システムの整備については、医療法第30条の3に基づく医療計画の一
部として位置付けることが望ましい。また、医療確保に関する事項を定めた他の
計画との調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生その他周産期医療と密接
に関連を有する施策との連携を図る必要がある。なお、周産期医療システムの基
本的事項を医療計画の一部として位置付けようとする際には、これを受けた個別
具体的な内容を別途定めることができる。

４ 周産期医療システムの整備にかかる調査分析
　周産期医療システムの効果的な整備を促進するためには、地域の周産期医療施設、マ
ンパワーの状況、医療機関の連携状況等を調査するとともに、同調査に基づき、体系的
なシステム構築の在り方を研究、検討することが重要である。 
　このため、都道府県においては、周産期医療システムを整備するに当たり、次の事項
について必要な調査、研究を行うものとする。
（1） 調査事項

ア
　 周産期医療に係る医療施設

所在地、診療科目、診療設備（母体・胎児集中治療管理室、新生児集中治療
管理室、ドクターカーの保有状況）、病床数、分娩数等の診療内容及び診療
体制等

イ 周産期医療に係るマンパワーの状況
医師、薬剤師、助産師、保健師、看護師、准看護師等の数及び勤務体制等

ウ 周産期医療に係る医療機関の連携状況
患者の紹介、病院の開放及び医療機器共同利用の状況、地域における関係団
体の活動状況等

エ 周産期救急医療の実施状況
母体搬送、新生児搬送など周産期救急患者取扱数、救急車出動件数、急患者
搬送状況、救急医療情報システム等

オ その他、周産期医療システムの整備に関し必要な調査事項救
（2） 研究及び検討事項

ア 現在の周産期救急搬送体制（周産期におけるドクターカーの有効な利用体制
を含む。）の問題点と地域甲特殊性を考慮した搬送体制の確立

イ 周産期医療情報ネットワークの確立及び効果的活用方法、救急医療情報セン
ターとの連携方法

ウ 地域周産期母子医療センター、周産期医療施設の医療従事者に対する効果的
な研修体制、対象及び内容等

エ その他周産期医療の整備に関し必要な事項

５ 周産期医療システムの推進に係る留意事項
（1） 適切な推進体制の整備
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周産期医療対策整備事業の実施について

周産期医療システムの推進に当たっては、医療従事者の養成、関係団体との連
携・協力、財政的な裏付け等の条件整備に十分留意し、システムの内容が地域の
実情に即して妥当なものとなるように配慮する。

（2） 医療施設相互間の機能分担及び連携
地域における周産期医療機関、地域周産期母子医療センター及び総合周産期母子
医療センター相互間の緊密な連携を図ることにより、それぞれの施設の果たして
いる機能に応じ適切な医療が供給されるように配慮する。また、患者の重症度や
回復状況等に応じ、適当な医療施設に患者が委ねられるように連携を図る。

（3〉 小児専門医療施設及び特定機能病院の役割
小児専門医療施設及び特定機能病院は、総合周産期母子医療センター、地域周産
期母子医療センター及び関連各科との連携のもとに専門的医療を行い、必要に応
じ医療法第30条の3第2項第2号に規定する区域（以下「3次医療圏」という。）
を越えてこれを提供する

６ 医療計画における留意事項
医療法第30条の3第2項第1号に規定する区域（以下「2次医療圏」という。）における
病院の病床数が、医療計画における定められた当該2次医療圏の必要病床数に既に達し
ているか、又は、当該申請に係る病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更によっ
てこれを越えることとなると認められた場合、医療法第30条の7に規定する勧告の対象
となる。 
しかしながら、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターにおける母
体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室を含む病棟の病床は、その内容及び
2次医療圏の状況によっては、医療法施行規則第30条の32の2第1項第1号の病床に該当
する場合があり、この場合には必要病床数とみなすことができ、勧告の対象から除外さ
れる。

７ 周産期医療システムの見直し
周産期医療システムについては、概ね5年後を目途として検討を加え、必要があると認
める場合には、周産期医療体制の変更等所要の措置を講ずるものとする。

TOP

第二　各論的事項

１ 周産期医療システムの一般的内容
周産期医療システムの整備内容として、以下の事項を定める。
（1） 総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターの設置数、設置施

設、診療機能、病床数及び確保すべき医療従事者
（2） 周産期医療情報センターの機能、情報収集・提供及び相談体制
（3） 周産期医療にかかる研修体制、対象及び内容

２ 周産期医療システムの具体的内容
（1） 総合周産期母子医療センター

ア 機　能
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周産期医療対策整備事業の実施について

（ア） 総合周産期母子医療センターとは、相当規模の母体・胎児集中治療
管理室を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室を含む新生児病棟
を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠、
重症妊娠中寺症、切迫早産、胎児異常等母体又は児におけるリスク
の高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行
うことのできる医療施設をいう。

（イ） 同センターは、主として地域の各周産期医療施設からの搬送を受け
入れるとともに、周産期医療システムの中核として地域の各周産期
医療施設との連携を図る。

（ウ） 同センターは、原則として周産期医療情報センターとしての機能を
有するとともに、他の周産期医療施設の医療従事者に対する研修を
行う。

イ 整備内容
（ア） 施設数

総合周産期母子医療センターは、原則として、三次医療圏に一か所
整備するものとする。 
ただし、都道府県の面積、人口、地勢、交通事情、周産期受療状況
及び医療施設の所在等を考慮し、3次医療圏に複数設置することが
できるものとする。

（イ） 診療科目
総合周産期母子医療センターは、産科及び小児科（母体・胎児集中
治療管理室及び新生児集中治療管理室を有する）、麻酔科その他の
関係診療科目を有するものとする。 
なお、総合周産期母子医療センターに小児外科を有しない場合に
は、小児外科を有する他の施設と緊密な連携を図るものとする。

（ウ） 設備等
総合周産期母子医療センターは、以下の設備を備えるものとする。
a 母体・胎児集中治療管理室

（a） 分娩監視装置
（b） 呼吸循環監視装置

（c） 超音波診断装置（カラードップラー機能を有するものとす
る）

（d） その他母体・胎児集中治療に必要な設備

（e） 母体・胎児集中治療管理室は、必要に応じ個室とするこ
と。

b 新生児集中治療管理室
（a） 新生児用呼吸循環監視装置
（b） 新生児用人工換気装置
（c） 保育器
（d） その他新生児集中治療に必要な設備

c 後方病室
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周産期医療対策整備事業の実施について

母体・胎児集中治療管理室の後方病室（母体・胎児集中治療管理
室において管理していたもののうち、軽快して管理の程度を緩め
うる状態となった者及び同室にて管理を必要とする状態に移行す
ることが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかでよい
者並びに比較的リスクが低いか又は消失した妊婦、祷婦を収容す
る室を指す。以下同じ。）、及び新生児集中治療管理室の後方病
室（新生児集中治療管理室より退出した児、及び点滴、酸素投与
等の処置を必要とする児を収容する室を指す。以下同じ。）に必
要な設備。

d ドクターカー
医師の監視のもとに母体又は新生児を搬送するために必要な患者
監視装置、人工呼吸器等の医療器械を搭載した周産期医療に利用
しうるドクターカーを必要に応じ整備するものとする。

e 検査機能
血液一般検査、血液凝固系検査、生化学一般検査、血液ガス検
査、エックス線検査、超音波診断装置（カラードップラー機能を
有するものとする。）による検査及び分娩監視装置による連続的
な監視が常時可能であるものとする。

f 輸血の確保
血小板等成分輸血を含めた輸血の供給ルートを常に確保し、緊急
時の大量使用に備えるものとする。

ウ 病床数
（ア） 母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室の病床数は、

都道府県の人口等に応じ総合周産期母子医療センターとしての適切
な病床数を確保することを基本とし、母体・胎児集中治療管理室の
病床数は6床以上、新生児集中管理室の病床数は9床以上（12床以
上とすることが望ましい）とする。ただし、3次医療圏の人口が概
ね100万人以下の場合にあっては、母体・胎児集中治療管理室の病
床数は3床以上、新生児集中治療管理室の病床数は6床以上とする。 
なお、両室の病床数については、以下のとおり取扱うものとする。
a 母体・胎児集中治療管理室においては、これと同等の機能を有す

る陣痛室のペットを含めて数えることとして差し支えない。ただ
し、この場合、陣痛室のペットを含めない病床数は6床を下回る
ことができない。

b 新生児集中治療管理室に係る病床数は、新生児用人工換気装置を
有する病床について数えるものとする。

（イ） 母体・胎児集中治療管理室の後方病室は、母体・胎児集中治療管理
室の2倍以上の病床数を有することが望ましい。

（ウ） 新生児集中治療管理室の後方病室は、新生児集中治療管理室の2倍
以上の病床数を有することが望ましい。

エ 医療従事者
母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室は、24時間診療体制
を適切に確保するために必要な以下の職員を確保することが望ましい。
（ア） 母体・胎児集中治療管理室

a 24時間体制で産科を担当する複数（病床数が6床以下であって別
途オンコールによる対応ができる者が確保されている場合にあっ
ては1名）の医師が勤務していること。

b 母体・胎児集中治療管理室の全病床を通じて常時3床に1人の助産
師又は看護師が勤務していること。
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周産期医療対策整備事業の実施について

（イ） 新生児集中治療管理室
a 24時間体制で常時新生児を担当する医師が勤務していること。
b 常時3床に1名の看護師が勤務していること。

（ウ） 新生児集中治療管理室の後方病室
常時8床に1名の看護師が勤務していること。

（エ） 分娩室
助産師、看護師が病棟とは独立して勤務することを原則とする。 
ただし、母体・胎児集中治療管理室の勤務を兼ねることは差し支え
ない。

オ 周産期医療情報センター
総合周産期母子医療センター等に、周産期医療情報センターを設置し、地
域周産期母子医療センターと電話回線等により接続することにより、周産
期医療システムの運営に必要な情報の収集を行うとともに、医療施設、地
域住民等に対する情報提供、相談等を行う。 
なお、本システムで収集された情報のうち、周産期医療の状況把握に必要
と認められる情報について項目を定め、定期的に収集するとともに、これ
を周産期医療協議会へ報告し、同協議会において協義の上、医療機関等に
公表するものとする。
（ア） 整備内容

a 周産期救急情報システム（必置）
周産期医療に関する静療科別医師の存否及び勤務状況、病床の空
床状況、手術、検査及び処置の可否、重症例の受入れ可能状況並
びに搬送に出向く医師の存否等に関する情報を収集、提供する。

b 周産期医療情報システム
周産期救急情報システムに加え、産科及び新生児の医療に関する
各種情報を収集整備し、地域における周産期医療のデータ解析、
評価を行うシステムを整備するよう努める。

（イ） 情報収集の方法
a コンピューター等による収集（毎日定時及び随時必要なもの）
b 電話、FAX等による収集（情報の変動が比較的少ないもの）

（ウ） 情報提供及び相談
地域の周産期医療関連施設に対し、以下の情報提供及び相談を行
う。

a 周産期医療に関する基礎的知識、最新の技術及び医療機関から依
頼された検査の結果

b 適切な受け入れ施設の選定、確認及び回答等
力 周産期医療関係者研修

都道府県は、総合周産期母子医療センターにおいて、地域周産期母子医療
センター、地域医療機関等の医師、助産師、看護師及び准看護師に対し、
周産期医療に必要な専門的・基礎的知識、技術を習得させるため、到達目
標を定め、その研修を行う。
（ア） 目　標

a 周産期医療に必要とされる基本的な知識、技術を習得させる。

b 緊急を要する患者に対する的確な判断力及び高度な技術を習得さ
せる。

c 地域周産期母子医療センターの医師に対しては、最新の医学的技
術を習得させる。

（イ） 研修の内容
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a 産　科
（a） 胎児及び母体の状況の適切な把握と迅速な対応
（b） 産科ショックとその対策
（c） 妊産婦死亡とその防止対策
（d） 帝王切開の問題点

b 新生児
（a） 新生児蘇生法
（b） 新生児の緊急手術
（c） ハイリスク新生児の迅速な診断
（d） 新生児管理の実際
（e） 退院後の保健指導等

（2） 地域周産期母子医療センター
ア 機　能

（ア） 地域周産期母子医療センターとは、産科及び小児科（新生児診療を
担当するもの。）等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を
行うことができる医療施設をいう。

（イ） 同センターは、地域における周産期医療施設と連携を図り、入院及
び分娩に関する連絡調整を行うことが望ましい。

イ 整備内容
（ア） 施設数

地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センター1か
所に対して数か所の割合で設けるものとし、1つ又は複数の2次医療
圏に1か所ないし必要に応じそれ以上設けることが望ましい。

（イ） 診療科目
産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）を有するものと
し、麻酔科及びその他関連各科を有することが望ましい。

（ウ） 設　備
a 産科には、緊急帝王切開術等高度な医療を提供することのできる

施設及び以下の設備を備えることが望ましい。
（a） 分娩監視装置
（b） 超音波診断装置
（c） 微量輸液装置
（d） その他産科医療に必要な設備

b 小児科等には新生児病室を有し、次に掲げる設備を備える新生児
集中治療管理室を設けることが望ましい。
（a） 新生児用呼吸循環監視装置
（b） 新生児用人工換気装置
（c） 保育器
（d） その他新生児集中治療に必要な設備

（エ） 医療従事者
以下の医療従事者を配置するよう努めることが望ましい。
a 産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）は、それぞれ24

時間体制を確保するために必要な職員
b 産科については、帝王切開術が必要な場合30分以内に児の娩出が

可能となるような医師及びその他の各種職員
c 新生児病室には、以下の職員

（a） 24時間体制で小児科を担当する医師が勤務していること。
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（b） 新生児集中治療管理室には、常時3床に1名の看護師が勤務
していること。

（c） 後方病室には、常時8床に1名の看護師が勤務しているこ
と。

ウ 連携機能
地域周産期母子医療センターは、産科に係る開放型病床を保有するなど、
地域の周産期医療施設との連携機能を有し、症例検討会等を開催すること
が望ましい。

TOP
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平成平成1717年年66月月22日日 日本麻酔科学会第日本麻酔科学会第5252回回学術集会学術集会
シンポジウムシンポジウム33「日本の産科麻酔」「日本の産科麻酔」

これからの産科麻酔に求められるものこれからの産科麻酔に求められるもの

東京女子医科大学東京女子医科大学

産婦人科・母子総合医療センター産婦人科・母子総合医療センター

松田義雄松田義雄

総合周産期母子医療センターの所在地総合周産期母子医療センターの所在地
（平成（平成1616年年66月現在）月現在）
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2

緊急帝王切開の現状緊急帝王切開の現状
-- 特に麻酔特に麻酔, , 体制の問題点を中心に体制の問題点を中心に ––

アンケート依頼施設アンケート依頼施設：：2828施設施設

総合周産期母子医療センター（総合周産期母子医療センター（2525施設）もしくはそれに相当する施設（施設）もしくはそれに相当する施設（33施設）施設）

大学病院大学病院 1010施設施設

公立病院公立病院 1010施設施設

その他（日赤病院他）その他（日赤病院他） 88施設施設

平成平成1313年年11--1212月月

分娩数分娩数 1952219522

帝王切開数帝王切開数 57035703 (29.2(29.2％％))

研究協力者：研究協力者：

埼玉医科大学総合医療センター埼玉医科大学総合医療センター
総合周産期母子医療センター総合周産期母子医療センター 麻酔科麻酔科 照井克生照井克生

麻酔担当医麻酔担当医

麻酔科医が担当麻酔科医が担当 2424 施設施設

センター常勤の麻酔科医センター常勤の麻酔科医 11

施設内兼任の麻酔科医施設内兼任の麻酔科医 23   23   

時と場合により産科医が担当時と場合により産科医が担当 4  4  施設施設
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緊急帝王切開の場所緊急帝王切開の場所

中央手術室
（n=18）

中央手術室
（n=18）

産科手術室
(n=4)

産科手術室
(n=4)

手術室時に
産科手術室 (n=3)

手術室時に
産科手術室 (n=3)

手術室時に分娩室 (n=2)手術室時に分娩室 (n=2)

産科手術室
時に分娩室 (n=1)

産科手術室
時に分娩室 (n=1)

緊急帝王切開の準備に緊急帝王切開の準備に3030分以上かかる施設分以上かかる施設

日勤帯日勤帯 夜間帯夜間帯 日祭日日祭日

大学病院大学病院 00 00 00

公立病院公立病院 00 22 22

その他その他 22 44 44

計計 22 66 66

※※ 総合周産期特定集中治療室総合周産期特定集中治療室(MFICU)(MFICU)管理の施設基準管理の施設基準

帝王切開が必要な場合帝王切開が必要な場合, 30, 30分以内に児の娩出が可能となるよう分以内に児の娩出が可能となるよう,,
医師その他の各職員が配置されていること医師その他の各職員が配置されていること
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小小 括括

周産期センターでの緊急帝王切開の現状を周産期センターでの緊急帝王切開の現状を, 28, 28施設の回答から分析施設の回答から分析

・産科医による麻酔・産科医による麻酔 44施設（施設（14.314.3％％））

・分娩室での帝王切開・分娩室での帝王切開 33施設（施設（10.710.7％％））

・夜間帯や日祭日で・夜間帯や日祭日で, , 緊急帝王切開の緊急帝王切開の
準備に準備に3030分以上かかる施設分以上かかる施設

66施設（施設（21.421.4％％))

問題と考えられた症例（公立病院）問題と考えられた症例（公立病院）

症例症例 ：： 妊娠妊娠3434週週, , 双胎第１児遷延性徐脈双胎第１児遷延性徐脈
帝王切開の場合帝王切開の場合, , 筋弛緩剤等の筋弛緩剤等の全身麻酔全身麻酔用薬品が麻酔科管理であったため用薬品が麻酔科管理であったため

麻酔科の到着を待たざるを得ずその間に胎内死亡となった麻酔科の到着を待たざるを得ずその間に胎内死亡となった
緊急で行おうとした腰椎麻酔も不成功であった緊急で行おうとした腰椎麻酔も不成功であった

分娩様式分娩様式 ：： 帝王切開帝王切開
麻酔方法麻酔方法 ：： 全身麻酔全身麻酔

出生時の状況出生時の状況 ：： 体重体重15181518ｇｇ, Apgar score (0, Apgar score (0--0)0)
第２児は第２児は2,006 g2,006 g、、Apgar score (8Apgar score (8--9)9) pH 7.338pH 7.338

予後予後 ：： 新生児死亡新生児死亡

コメントコメント ：： 人的要因：麻酔科側人的要因：麻酔科側

施設要因：全麻用施設要因：全麻用のの薬剤が麻酔科管理（金庫）となっていたため薬剤が麻酔科管理（金庫）となっていたため, , 
麻酔科医不在で全身麻酔ができなかった麻酔科医不在で全身麻酔ができなかった

時間要因：麻酔科の到着に時間を要した点時間要因：麻酔科の到着に時間を要した点

その他：最近その他：最近, , 麻酔薬の管理体制が替わっていたことを麻酔薬の管理体制が替わっていたことを
確認していなかった確認していなかった

















都留市立病院の分娩問題:都留市長｢市立病院で分娩

継続を」／山梨

１０月１９日１２時１分配信毎日新聞

◇陳情に山梨大､「医師派遣困難」

県東部地域で唯一出産ができる都留市立病院(同市つる５，１４０床)で来年３月か

ら分娩(ぶんべん)ができなくなる可能性がある問題で､小林義光市長ら約20人は１

８日､市民約2万人の署名を山梨大医学部付属病院(中央市)の星和彦･病院長らに

手渡した｡同大医学部による産婦人科医の引き揚げ方針が"産科消滅"の原因だが、

星病院長は｢全国的に産婦人科医の成り手が非常に少なく､後任が見つかりにくい」

と話し､派遣継続が極めて難しい状況であるとした。

都留病院などによると､同学部は今年３月、安全な分娩に必要な麻酔科の常勤医

が確保できない場合､０８年４月以降の産婦人科医の派遣は困難との方針を提示｡こ

のため､都留病院は８月から､来年３月２１日以降に出産予定の分娩予約を休止し、

麻酔科の常勤医を探しているが､見つかっていない。

一方､星病院長によると､富士･東部地域では都留病院を含め計3病院に産婦人科

医を同大医学部から派遣しているが､すべての病院への派遣継続は無理なため集
約化を考えているという。

小林市長や市議､都留病院の大原毅名誉院長らが陳'情｡星病院長は医師の派遣

継続が極めて難しいとしたうえで､「麻酔科医だけでなく､助産師や小児科医などを含

め、（分娩に対して)万全な態勢が取られているかといったトータル的な問題｣と話し、

麻酔科医の確保が産婦人科医の派遣継続に直結するわけでないことも明らかにし

た。

一行は､横内正明知事にも署名を渡し､東部地域に分娩可能な病院を残すことを

要望｡横内知事は｢地域バランスに配慮してほしいと考えており､継続できるよう努力

する｡万一､分娩継続が難しくなっても､妊婦が安心できるようなネットワーク作りをし
ていく｣と応じた｡【藤野基文】

１０月１９日朝干［



平成 19 年 12 月 15 日 

 

声明 

周産期医療提供体制の危機的状況を打開するために 

 
周産期医療提供体制の危機的状況を打開し、我が国の母子の生命と安全を確保する

ために、現場の医師、医療スタッフは過酷な勤務条件下で、懸命に働いています。

日本産科婦人科学会は現場の医師を支援し、この領域の明るい未来を切り開くこと

を目途として、以下の声明を発表し、関係諸方面の皆様に一段のご尽力を要望いた

します。 

社団法人 日本産科婦人科学会 

理事長 吉村 泰典 

 

 政府は、今回の診療報酬改定における産科、小児科医療に対する重点的評価の実施

の目的が、高次周産期医療を提供する病院で現に産科、小児科診療に従事している

勤務医の負担を軽減し、待遇を改善することにあることを、明確に示していただき

たい。 

 

 都道府県は、各病院が現場の医師の勤務条件の改善と適正な報酬の支給を講じるよ

うに、指導ならびに誘導を行っていただきたい。 

 

 地域で高次周産期医療を提供している病院は、診療報酬改定における重点的評価と

いう形で、今回その国家的な必要性が確認された地域周産期医療の緊急的確保のた

めに、周産期医療に従事する現場の産婦人科医、新生児科医、麻酔科医の勤務条件

の改善に努めるとともに、（「時間外救急対応手当」「時間外手術手当」「時間外分娩

対応手当」「時間外緊急処置手当」等の形で）救急対応への適正な報酬を支給して

いただきたい。 

 

 報道機関ならびに国民の皆様には、国民の生命と健康を守るために現場で懸命に働

いている医師、医療スタッフへのさらなる支援をお願いします。そして、今回の周

産期医療提供体制を確保維持するための施策が適切に実行されるよう監視すると

ともに、我が国の医療体制が現在の危機を乗り越えて、さらに発展していくための

国民的な議論に積極的に参画することをお願いいたします。 
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 日本産科婦人科学会は、危機に瀕したわが国の周産期医療を守るために、すべての

産婦人科医、医療関係者、行政当局とともに、今後も努力を続けてまいります。全

国で行われつつある様々な取組に対しては、個々の施策の実効性を、学会の立場か

ら科学的に検証することを通じて、行政の支援を行います。そして、一日も早い安

定した周産期医療体制の確保を目指してまいります。 
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 今回の声明を発した理由 

 
 日本産科婦人科学会では平成 19 年 7 月 9 日に柳澤伯夫厚生労働大臣に「産科医療

提供体制の危機的状況を打開するための緊急対策に関する陳情書」を提出し、そ

の中で、ハイリスク分娩管理加算の改定を要望いたしました。この要望は、「地域

周産期医療の基盤となる地域周産期母子医療センターおよびそれと同等の医療提

供を行っている基幹病院に対して、適正な診療報酬上の評価を行い、高次周産期

医療に従事している医師に対する適正な評価と報酬の支給が円滑に行われるこ

と」を目指したものです。 
 

 その後、厚生労働省でご検討いただいた結果、中央社会保険医療協議会、社会保

障審議会でのご審議を経て、「産科や小児科の勤務医の負担軽減を「緊急課題」と

位置づけ、産科や小児科に対する報酬の重点評価」を行う方向で、最終的に検討

されている段階となっております。このような流れは本学会の要望に沿ったもの

であり、政府、厚生労働省はじめ関係諸方面の方々のご尽力に深く感謝いたして

おります。 
 

 現在全国で中堅医師の現場からの離脱，さらには基幹病院の上級医の定年前の退

職が認められており、それは地域医療に深刻な打撃を与えています。事態の進行

を回避するためには、目に見える待遇の改善が必要であるのは明白です。このた

め、周産期医療提供体制の危機を乗り切るためには、今回の診療報酬上の重点評

価に加えて、さらに一段の施策が必要不可欠と考えられます。病院の収入増が直

ちに現場の医師の負担軽減につながり、過酷な勤務条件の医療現場で現に産科、

新生児医療を提供している医師の勤務条件と待遇が改善するわけではないからで

す。地域基幹病院の多くは、総合病院として、他の（やはり救急医療に従事する）

診療科を擁しており、周産期医療を担当する医師だけを優遇することには、現場

の理解を得られにくいこと等、診療報酬が増えてもそれを周産期医療に従事する

医師の待遇改善に用いることを困難にする様々な事情を抱えています。 
 

 従って、今回の診療報酬改定の目的を達成するためには、政府が診療報酬改定の

中で産科、小児科への重点評価を行うこととした目的を明確に示し、それによっ

て、各病院がその趣旨に沿って最大限の努力を払うように促すことが必要です。

そして、地域の医療提供体制の確保に責任を有する都道府県は、各病院が、現に

存在している様々な困難を乗り越えて、周産期医療提供体制の安定的確保のため

に必要な施策である、現場の医師の勤務条件の改善と適正な報酬の支給を講じる
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ように指導ならびに誘導を行い、またそれが実際に行われていることを監督する

必要があります。ちなみに、栃木県では既に、「ハイリスク分娩受入促進事業」と

いう施策が実施されております。また、東京都でも、都立病院の産婦人科医師不

足への対策として、給与の改善、女性医師の継続的就労のための諸施策等、医師

が働きやすい勤務環境の整備にむけての取組がなされつつあります。 
 

 国民の皆様、報道機関の方々にお願いいたしたいことは、診療報酬の増加分が患

者様並びに国民の負担によってまかなわれることをご認識いただいた上で、政府

と都道府県、そして現場の病院が今回の施策を適正に実行するように、見守って

いただくことです。お産は地域医療の重要な一部です。周産期医療危機は全国的

現象であり、すべての都道府県で、適切な施策が実行される必要があります。問

題があれば、それを迅速に指摘していただくことが必要です。 
 

 日本産科婦人科学会は今回の改定が、周産期医療危機打開のための転換点となる

ことを目指しています。関係諸方面の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
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各地域における取組の例： 

 
栃木県：ハイリスク分娩受入促進事業の概要 

                                                                            
１ 事業の概要 
    中核病院等におけるハイリスク分娩の受入先を緊急的に確保するため、協力指定病院

において、登録産科医師がハイリスク分娩を実施した場合、県が一定の助成を行う。 
     
２ 用語の定義 
 (1) ハイリスク分娩とは 
   保険診療の対象となる異常分娩をいう。 
      （例） 帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩 
 (2) 協力指定病院とは 
      ハイリスク分娩の受入に協力する病院で、知事が指定した病院。（国が開設する病院

は除く） 
 (3) 登録産科医師とは 
   協力指定病院に勤務する産科医師で、事前に知事へ登録したもの。 
    
３ 事業の内容 
  (1) 補助金交付対象者  
      協力指定病院 
       
    （協力指定病院：ハイリスク分娩を実施している１２病院） 
    指定予定の病院一覧 
   ① 大田原赤十字病院 
   ② 国際医療福祉大学病院 
   ③ 上都賀総合病院 
   ④ 日光市民病院 
   ⑤ 済生会宇都宮病院 
   ⑥ 芳賀赤十字病院 
   ⑦ 自治医科大学附属病院 
    ⑧ 下都賀総合病院 
    ⑨ 小山市民病院 
    ⑩ 獨協医科大学病院 
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   ⑪  足利赤十字病院 
   ⑫ 佐野厚生総合病院 
 
 
  (2) 補助対象事業 
    協力指定病院において、登録産科医師がハイリスク分娩を実施した場合、県が助成

を行う。 
   
  (3) 補助金 
    ハイリスク分娩を実施した協力指定病院については、登録産科医師１人について５

千円を基本額とし、ハイリスク分娩１件当たり１万円を上限として県が助成する。 
   
  (4) 登録産科医師への手当支給 
    協力指定病院は、助成された補助金を、ハイリスク分娩に従事した実績に応じ登録

産科医師に対し手当として支給することとする。 
     
     
４ 交付申請及び交付決定の時期 
    件数が確定できる年度末とする。 
    補助金の支払いは精算払いとする。 
 
５ その他 
  補助金の詳細については別に定めるところによる。 
    この事業は平成１９年７月１日から実施する。 
     ３年間の補助事業とする。 
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東京都「都立病院における医師確保総合対策（案）」 

 
1) 給与の改善 

(ア) 指導医業務手当の新設 
① 東京医師アカデミー開講に伴う業務負担増に対応 
② 1 日 4500 円 

(イ) 異常分娩業務手当の新設 
① 異常分娩に従事した産科医師の過重労働への対応 
② 1 回につき 4750 円 

(ウ) 確保困難度に着目した給与改善 
① 産科医師等 

 
2) 勤務環境等の整備 

(ア) ワーク・ライフ・バランスを可能とする勤務環境整備 
① 育児期の短時間労働制度の導入 
② 24 時間院内保育の導入 

(イ) 診療に専念できる体制整備 
① 医療クラークの導入 

(ウ) 医療リスクへの体制整備 
① 病院賠償責任保険加入 
② 医師免許を有する弁護士の任用 

 
3) 計画的な育成・確保（中長期策） 

(ア) 東京医師アカデミーの開講 
(イ) 総合診療能力と高い専門性を兼ね備えた若手医師の育成と確保 
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曰本の産科麻酔

川島康男掌

帝京大学医学部麻酔科学講座

はじめに

日本の塵床麻酔において，麻酔科椰門医が最も

貢献の少ない分野が産科麻酵であることに異講の

ある方は少ないであろう．産婦人科を主たる標楴

科とする医師の数は１１．０００人で，約2.300の病

院と約6,800の診療所に散らばっており．１施設

の産婦人科医の数は平均１．２人と報告されてい

る'１．こうした施設全ての産科麻酔に麻酔科医が

関与することはもちろん不可能であろうが，約

2,300とされる病院での貢献度はどうであろう

か．一方で麻酔科専門医の絶対数の不足があり．

他方で緊急性の高い帝王切開に備えて，３６５日Ⅲ］

の当直あるいは拘束体制をとり得る麻酔科医の定

員枠を有する施設が限られていることから，ここ

でも対応に限界があることは避けられない．２４

時間の関与が求められる経腕分娩の癖痛管理への

貢献はさらに少ないと考えられる．しかし．産科

麻酔の分野における進歩は，周術期の痔痛管理を

含めて欧米のみならず日本の一部の施設でも著し

い．また、厳しい人的環境にもかかわらず着実な

努力を持続している施設も赦兄される．こうした

背景をもとに特集｢産科麻酔はいま」を企画した．

この特集にあたって、日本麻酔科学会の麻酔関

連偶発症例調査に深く関わっている立場から，

1999年の調査から追加された手術部位別統計の

データを用いて，日本の産科麻酔の現状を紹介す

る質任があると考えた．

…
…
 

鴬

1．日本における分娩数と

帝王切開数

#･･弔

ｉｉｉ 
厚生省統計情報部「平成１１年医療施設調査」

がわが国の一般病院，一般診療所における全分娩

数，帝王切開数の最新１Ｗ報を提供している２１

(Tableｌ)．二の調査は１９９９年９月１日－３０日の

1カ月間に限られているので．この数値を１２倍し

て年１１M推定数をi汁算した．全分娩数は1,092,672,
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TabIel DeIiveryandCesareanSectionperMonthinJapan,IryouSMsetuChousa 

ByouinHoukoku,MinistTyolHealthLaborandWelfaTe,19992) 

。：、atawererecordedfromSeptemberlt０３０，１９９９．
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内数としての帝王切開娩出数は161,076であっ

た．帝王切nN率は_般病院で17.4％，一般診療所

で11.4％、全体では14.7％であった．

シェアーは65.2％となる．また，「鍋交1999」に

おける全手術件数に占める麻酔科』FIF理症例数のｗｌＩ

合は指導病院平均で62.0％であった．

したがって，帝王切開への指導病院麻酔科のllII

与は，ほかの手術と比蚊して異常に低いと結論せ

ざるを得ない．
－の‐￣

2．日本麻酔科学会指導病院における

帝王切開数
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ｉ
Ｉ
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Ｉ
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3．帝王切開における麻酔関連偶発症1999年のＨ本麻酔科学会麻酔関述偶発症例調

査における年間帝王切側症例数は22,676であっ

た．この値は同年の773指導病院11'，手術部位別

統計を回答した420病院での総数なので，指導

病院全体としての推定帝王切開数は41,735とを

以下，日本麻酔科学会「麻酔関連偶発症例調

査」の１９９９年，2000年皿算の解析データを示す．

麻酔科管理総症例数は1,605,026,帝王切開症例

数は52,812症例であった．奇ZFﾕﾜﾛ田IDi宗【工Ｉ=lフFＥＣ

)％．_繊病p霊②

１）心停止

帝王切開における「全てが原因」の心停止充碓

率は対１万症例当たり189であった．これは帝

王切'１１１を除く全症例での「全てが原I剣」の心停止

発生率６．７８より有意に低かった（以下ｐ＜０．０５

で１１定)．「全てが原因」は「麻酔符理が原因｣，

厚生労働省統計によると１９９９年の全国の一般

病院数は8,183で，計1,724,700症例の全身麻酔

下手術が行われた2)．「調査1999」より推定したliil

年の全指導病院における全身麻酔下手術数は

1.124,635症例なので，指導病院の全身麻酔の

Table2ListofTragicOutcomesinCesareanSectionU999＆2000） 

’ 

、＝52.812

`Ｍ８ 囲床麻酔ＶｏＬ２６／No.３(2002-3）

‐
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・
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Outcomes Criticallmcidents 
ＡＳＡ 

PＳ 

Ａ､藍thetic

Methods 
PrincipalCauses 

１２３４５６７８９ 
ＤｅａｔｈｉｎＯ.Ｒ・

ＤｅａｔｈｉｎＯ.Ｒ、

Deathwithin7days 

Deathwithin7days 

Deathwithin7days 

Deathwithin7days 

Deathwithin7days 

Deathwithiｎ７ｄａｙｓ 

Transferｔｏ 

vegetativestate 

cardi月匠arrest

cardiacarrest 

cardiacarrest 

cardiacarrest 

serioushypotension 

serioushypotension 

serioushypotension 

serioushypotension 

cardizHTarrest ＥＥＥＥＥＥＥＥＥ ４３２４３４宮。２４
inhaled 

epidural 

spinaI 

other 

inhaIed 

inhaIed 

inahaIed 

spinaI 

TIVA 

surgery 

arDesthetic 

management 

preoperative 

compIication 

preoperative 

complication 

preoperative 

complication 

preoperative 

compIication 

preoperative 

compIication 

mtraopeTatlve 

pathoIogicalevent 

preoperative 

complication 

massivehemorrhage 

locaIanesthPtiC 

intoxication 

othercardiovascular 

other 

hemorrhagicshock 

subarrachnoid 

hemorrhage 

hemorrhagicshock 

pulm､ｅｍｂｏＩｉｓｍｏｒ 

atonicbIeeding 

othercentraIrlervous 

systemdisease 
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￣￣ 

了雪売1999」に

悪霊護例数のWiII

7,全一

壗篁溝酢科の関

;二量､、と緒議せ

｢術中発症の病態が原因｣．「術前合併症が原因｣．

｢手術が原因」の４項に細分されているが，その

うち「麻酔管理が原因」による心停止発生率は帝

王切開で1.14．帝王切1111を除く全症例では０．６１

で，数価は逆転したが銃３１学的な有意差は鰹めら

れなかった．帝王切開では「麻酔脊理が原因」は
－－－－－←己-----.-----==＿

３）死亡率

Ｔａｂｌｅ２に死亡あるいは植物状態移行の不幸な

転帰をとった全９症例を示した．１万症例当たり

の「全てが原因」の帝王切IIlI死亡率は１．５１で

あった．この値は帝王切開を除く全症例での「全

てが原因」の死亡率７．４８と有意差がなかった．

この帝王切ＩＮＩ死亡率は１０に分類した手術部位中、

胸壁・腹壁･会陰（0.39)．頭頚部･咽喉噸（0.64）

に次いで低かった．ちなみに死亡率のワースト３

は，心・大血管77.56,開胸十IMI腹44.81,開胸

13.96であった．

しかし，「麻酔管理が原因」の死亡率に絞ると．

帝王切開は心・大血管0.33,開頭０．２８に次いで

第３位のｑｌ９となった（Fig.１)．帝とli切開を除

く手術部位での死亡率は０．１０で、帝王切開との

有意差はなかった．

帝王切NIIでは「麻酔管理が原凹」は「全てがhli

Ikl」の死亡率の12.5％を占めており，帝王切側

を除く全症例での死亡率1.5％より高値を示した

が有意差はなかった．

一一

鐘偶発症

｢全てが原因」の心停止の60.0％を占めておI)，
-ご宮～~－－－－－－－￣－－…α---------.--~－

iir玉1ilm壁HEL塾！÷､1二2-2皇:ｌＬと対比して艫
匡遭iを二｣ﾆｰｰ

【連偶雄症例調

fデータを示す．

,害雇切１１１１症例

２）全偶発症

帝王切開における「全てが原因」の全偶発症発

生率は対１万症例当たり14.58であった．これは

帝王切側を除く全症例での発生率30.70と有意差

がなかった．「麻酔管理が原因」による全偶発症

発生率は帝王切開で5.68．その他の全症例では

6.38であった．帝王切開では「麻酔審理が原因」

は「全てが原因」の全偶発症の39.0％を占めて

おり，帝王切開を除く全症例での20.9％より有

意に高かった．

ふかし停止発生

宇之．ニオLは帝

蔭演」の心停止

ゼ以下ｐ＜０．０５

薔琿が原因｣，

Craniotomy 

Thoracicsurgery 

CardiovascuIarsurgery 

Thoracotomy＋laparotomy 

Laparotomy 

Cesareansection 

Head，neckDsurgery 

Chest,abd・walLperineum

Spinalsurgery 

Extremities，periphvascuIar 

|i欝凛：｡“
６剴邑

造hemorrhage

＝さmetic

i1tion 

塾diol･ascular

鐘lEricshock

亜hnDid

可hage

壷Eicshock

mboIiSmor 

blI2eding 

どrxtTaInervous

毛disease

00.2０．４０．６０．８ 

MortaIib'ｒａｔｅｐｅ「10,000anesthetics

Fig･１Ｍortalityrateduetoanestheticmanagementasto 

suTgicaIsitesU999＆2000)． 
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Table3PrincipaICausesofA1ICriticallncidentsin 
CesareanSectioｎ（1999＆2000） 

吋供

１
１
．
－
１
 

．□．．》・・・兜．．・・・・酢・叱叩密

足．

偶発症発生症例の麻酔法を全身麻酔のみ（24症

例)，、全身麻酔十区域麻酔（9症例)，区域麻酔の

み（33症例）の３群に分けたとき，麻酔管理が

原因の偶発症が各１，３，２４であったことは，（１１

体の安全性に関する限りは区域麻酔の麻酔管理に

問題があることがさらに強力に示唆された．母体

死亡の最大原因として欧米で指摘されてきた

誤鳴，窒息，挿管困難症例がわが国では２年間で

１例６ない（気道符理不適切の１例の麻酔法は

４）全偶発症の主原因

Ｔａｂｌｅ３に全偶発症の主原因をまとめた．既に

述べたように。竜王mUH工は-,係酔i産璽力K厘因』＿
の占める比率が他の手術部位に比較して高かつ
一斫冴一軍一一一

だ．その中では高位脊椎麻酔が10症例とｶﾞＲｂ多
ニーーーーーー￣￣－－－－－－－－－－￣－－－－－－－－．－－－－￣宇一

<、主麻酔薬の過赴111上与４症例（脊椎麻酔３，

妖上亡詑腐而デー肩蔬露属i瀞i語瀝im-而詑､ｱ風『
ＰＬＦ'十

」＞､、！
－－－－--

膜外麻酔1）と合わせると。
－－￣い￣￣￣￣

必ずしも安全とは言い切れない--面が浮上する．
-1←かj－Ｐｑ－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－

４５０駆床麻酔Vol826／No.３(2002-3）
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１
１
１
１
刈
副
剖
剥
刈
為
刈
則
州
１
１
１
１
Ⅷ
１
－
－
１
‐
０
■

PrincipaICauses Ｎｕｍｂｅｒ（％） 

Anestheticmanagement 3０（39.0） 

InadequatevigiIance 
MainanestbeLicoverdose 

Highspinalanesthesia 
Loca】anestheticintoxication

HypoventiIation 

Otherｈｕｍａｎfactoｒ 

EquipmentIailure 
Drugoverdose､seIectionerror 

SｗａｐｄｒｕｇａｍｐｕＩｅ 

IIuappropriateairwaymanagement 

lnappropriatetransfusion/infusion 
Other ２４０２１４１２１１１１ 

１ 

Intrao 〕erativepathologicaIevents 1２（１５．６） 

Pulmonaryembolism 
Bronchialasthma 

Centralnervoussystem 

AnaphyIacticshock 
Myocardialinfarction,ischemia,spasm 
Other ３２１２１３ 

PreoperativecompIications 2４（31.2） 

Valbulardisease 

OthercardiovascuIar 

Hemorrhagicshock 

RespiratorycompIication 
Metabolic/endocrinedisease 

Subarachnoidhemo面hage

OthercentraIneTvoussystem 

Other １３３２３１２９ 
surgery ８（10.4） 

Massivehemorrhage ８ 

Other ３（3.9） 

Total 7７（100.0） 
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Transferto 

vegetative 
stat= 

Deathwithin7 

p､０．ｄａｙｓ 
１０．０％ ＤｅａｔｈｉｎＯＲ 

2０ 

Other 

10.0％ 

UneventfuI 

recovery 

50.0％ 

(Ａ） 

Transferto 

vegetative Deathwithin7 

Ｄｅａｔｈｉ 

３．９ 

UneventfuIrecovery 

81.8％ 

（Ｂ） 

Outcomeofcardiacarrest（Ａ）andtotalcriticaIincidents（Ｂ） 
incesareansection（1999＆2000)． 

Ｆｉｇ．２ 

ＣＳＥＡ)． 5）偶発症の転帰

<全身麻酔に有利に影響していると考えられる． 心停止および全偶発症の転帰をＦｉｇ２に示し

た．米国での最近の報告3)では，075％のプピ'

ぐ
、

カインの硬膜外麻酔が禁止された1994年liii後各

５年'111で，帝王切INIにおける区域麻酔の割合が

57.2％から82.6％へと噌加し．麻酔関連死亡率

が１万症例当たり全身麻酔で０．２０から032．区

域麻酔が０．０９から0.02へと変化したと報告され

ており，わが国での成績と必ずしも一致しない．

ただ今回の調査方法では帝王切開手術における麻

酔法の基本的な分布が把握できないので、わが国

での其の発生率の評価はできない．

まとめ

①わが国における年間帝壬切IWI数は16,000

で，帝王切開率は14.7％であった．

②日本麻酔科学会指導病院はわが国の全帝王

切lIIIの25.9％を担当しているに過ぎないと推定

される．

③帝王切開では他の手術に比鮫して，心停

止，全偶発症の主原因に占める「麻酔管理が原

因」の比率が有意に高く､死亡の主原因に占める

fIWLのみ（24淀

I)．区域麻酔の

二，麻酔管理が

ったことは．母

砕の麻酔管理に

唆された．母体

『価されてきた

剛では２年間で

例の麻酔法は
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｢麻酔符理が原因」の比率も高い傾向を示した．

④４t偶発症の「麻酔符理が原因」に凪する主

原因中，区域麻酔に基づく原因が全身麻酔よりも

はるかにあく，区域麻酔の管理上改善すべき点が
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多々残されてし､ると考えられた．
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⑤以_上を総合すると．ロ本麻酔科学会指導病

院の産科麻酔における煎献はその他の手術に比べ

てはるかに低く，しかも麻酔管理上改善すべき余

地が大きいことが示された．産科側からも麻酔科

医への関与を強く要望されておI)Ｍ)，専門医集

団として強い自覚と努力が望まれる．
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